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生産緑地法（昭和 49 年法律第 68 号）第３条に基づき、生産緑地地区として定める市

街化区域内の農地等は、良好な都市環境の形成に資することを目的とし、次に生産緑地地

区指定基準等を定めるものとする。 

 

１ 指定の要件 

生産緑地地区として定めることができる農地等は、次に掲げる要件に該当する一団の

農地等の区域とする。 

（１） 公害又は災害の防止、農林漁業と調和した都市環境の保全等良好な生活環境の確

保に相当の効用があり、かつ、公共施設等の敷地の用に供する土地として適して

いるものであること。 

（２） 300平方メートル以上の規模の区域であること。 

（３） 用排水その他の状況を勘案して農林漁業の継続が可能な条件を備えていると認め

られるものであること。 

２ 指定する農地等 

１の指定の要件に該当する一団の農地等の区域のうち、次のいずれかに該当するもの

であること。 

（１） 各種の中長期計画等に適合しているもの。 

（２） 新たに指定することにより、既に指定した２以上の生産緑地地区の一体性が図ら

れるもの又は既に指定した生産緑地地区の整形化が図られるもので、一団の農地

等で良好な都市環境の形成に資するもの。 

（３） 延焼防止の機能を有するなど、災害対策の観点から効果が期待できるもの。 

（４） 同一の街区又は隣接する街区に存在する複数の農地等が、一体として緑地機能を

果たすことにより、良好な都市環境の形成に資するもの。 

３ 指定しない農地等 

次の各号のいずれかに該当するものは、前２項にとらわれず指定をしない。 

（１） 高度利用地区、特定街区の区域内にあるもの。 

（２） 周りを塀で囲ってあるなど、公園緑地の補完機能が十分に発揮できないものと認

められるもの。 

（３） その他市長が指定をしない特別な理由があるもの。 

 

４ 指定の手続 

生産緑地地区は、その対象となる農地等の所有者に生産緑地地区に関する都市計画決

定に必要な書類の提出を求め、当該農地等の現況及び将来の見通しを勘案してこれを審

査の上、都市計画決定の手続に従い、必要と認められるものについて定めるものとする。 



５ 適正管理 

生産緑地地区として定められた農地等については、良好な都市環境の形成に資するよ

う農業委員会等の協力の下に、適正管理について指導を行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


